
・
高
齢
受
給
者
証
は

世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す

　

高
齢
受
給
者
証
は
、
世
帯
主
の
宛
名
で

郵
送
し
ま
す
。
世
帯
主
が
高
齢
受
給
者
証

の
交
付
対
象
者
で
は
な
い
世
帯
は
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

・
お
誕
生
日
が
昭
和
19
年
８
月
１
日
以
前
の

か
た
に
は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん

　

お
誕
生
日
が
昭
和
19
年
８
月
１
日
以
前
の

か
た
は
、
８
月
１
日
以
降
は
高
齢
受
給
者
証

が
必
要
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
高
齢

受
給
者
証
は
郵
送
し
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
か
た
に
は
、
75
歳
の
誕
生
日
ま

で
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
を

郵
送
し
ま
す
。
75
歳
の
誕
生
日
以
降
は
、
こ

の
保
険
証
１
枚
の
み
で
医
療
機
関
を
受
診
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
来
年
の
７
月
31
日
ま
で
の
間
に
75

歳
に
な
る
か
た
の
高
齢
受
給
者
証
は
、
75
歳

の
誕
生
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

保
険
課
国
保
係　

☎
43‐

７
０
４
７

※

現
役
並
み
所
得
の
か
た
に
つ
い
て
の
詳

細
は
、
２
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

８
月
１
日
以
降
の
一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
平
成
30
年
中
の
収
入
・
所
得
に
応
じ
て

決
ま
り
ま
す
。
高
齢
受
給
者
証
の
「
一
部
負

担
金
の
割
合
」
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

自
分
が
ど
の
負
担
割
合
に
該
当
す
る
か

は
、
下
記
の
表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

［1］ 令和元年 7月号

編集と発行　大館市　市民部　保険課　☎43‐7047
Ｅメール　kokuho@city.odate.lg.jp令和元年　　月号777

　

70
歳
か
ら
74
歳
の
国
保
加
入
者
に
は
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
、
保
険
証
と
一
緒

に
一
部
負
担
金（
医
療
費
自
己
負
担
分
）の
割
合
を
示
す
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
」
を
提
示
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
か
た
に
は
、

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

８
月
１
日
か
ら
の

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
お
送
り
し
ま
す

見 本
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い負

担
割
合

現
役
並
み
所
得
以
外

の
か
た

現
役
並
み
所
得
の
か
た

注　
　

意

２
割

３
割



　

医
療
費（
一
部
負
担
金
／
月
額
）が
所
定
の
限
度
額

に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
さ
れ
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯

・
70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保

加
入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

（
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
非

課
税
で
あ
る
こ
と
）

市
民
税
非
課
税
世
帯　

低
所
得
Ⅱ

・
国
保
高
齢
受
給
者（
70
〜
74
歳
）で
、
世
帯
主
及
び

国
保
加
入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、
世
帯
員
全
員
が

市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た

市
民
税
非
課
税
世
帯　

低
所
得
Ⅰ

・
国
保
高
齢
受
給
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保
加
入
者

全
員
が
市
民
税
非
課
税
で
あ
り
、※

前
年
中
の
基
準

所
得
が
０
円
の
世
帯
の
か
た

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、
世
帯
員
全
員
が

市
民
税
非
課
税
で
あ
り
、※

前
年
中
の
基
準
所
得
が

０
円
の
世
帯
の
か
た

※

前
年
中…

令
和
元
年
８
月
１
日
以
降
に
交
付
す
る

場
合
は
「
平
成
30
年
中
」

※

基
準
所
得
が
０
円…

一
人

世
帯
で
年
金
収
入
の
み
の

場
合
は
80
万
円
以
下

市
民
税
非
課
税
世
帯

市
民
税
非
課
税
世
帯　

低
所
得
Ⅱ

市
民
税
非
課
税
世
帯　

低
所
得
Ⅰ

　

入
院
時
の
食
事
代
の
減
額
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
医
療
費
が
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

　
一
般
世
帯
・
上
位
所
得
世
帯

・
70
歳
未
満
の
国
保
加
入
者
で
、
世
帯
主
及
び
国
保

加
入
者
の
中
に
市
民
税
課
税
者
が
い
る
世
帯
の
か
た

現
役
並
み
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ

・
国
保
高
齢
受
給
者
で
、
世
帯
内
に
70
〜
74
歳
か
つ

市
民
税
課
税
標
準
額
が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０

万
円
未
満
の
国
保
加
入
者
が
い
る
か
た

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、
世
帯
内
に
市
民

税
課
税
標
準
額
が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円

未
満
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
が
い
る
か
た

70
歳
以
上
で
区
分
が
一
般
の
か
た
及
び
70
歳

以
上
で
区
分
が
現
役
並
み
所
得
Ⅲ
の
か
た

は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

医
療
機
関
等
で
は
、
国
保
の
か
た
は
高
齢
受
給
者

証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
前
に
区
分
を
知
り
た
い
か
た
は
左
記
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

・
国
民
健
康
保
険
の
か
た

　
　
　
　

保
険
課
国
保
係　
　
　

☎
43‐

７
０
４
７

　

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
か
た

　
　
　
　

保
険
課
医
療
給
付
係　

☎
43‐

７
０
４
６

一
般
世
帯
・
上
位
所
得
世
帯

現
役
並
み
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ

　

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
は
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
請
求
が
月

ご
と
に
所
定
の
限
度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、

入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

※

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
令
和
元

年（
平
成
31
年
）７
月
31
日
で
す
。

※

８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
か
た
は
、
８
月
に
入
っ

て
か
ら
窓
口
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、
令
和
元
年
７
月
現
在

交
付
を
受
け
て
い
る
か
た
で
、
８
月
以
降
も
該
当
す
る
場

合
は
７
月
末
に
保
険
証
と
一
緒
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
手

続
き
は
不
要
で
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
等
は
申
請
し
な
け
れ
ば
交
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
希
望
す
る
か
た
は
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
申
請
に
必
要
な
も
の

　

・
保
険
証

　

・
高
齢
受
給
者
証（
70
歳
か
ら
74
歳
の
国
保
の
か
た
）

　

・
は
ん
こ（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
か
た
）

※

転
入
し
た
か
た
は
転
入
前
の
市
町
村
の
所
得
と

課
税
状
況
が
わ
か
る
証
明
書
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

★
申
請
場
所

　

○
保
険
課
国
保
係（
国
保
の
か
た
）

　

○
保
険
課
医
療
給
付
係（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
の
か
た
）

　

○
比
内
・
田
代
総
合
支
所（
国
保
・
後
期
ど
ち
ら
も
可
）

８
月
に
入
っ

て
か
ら
窓
口
で
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

［2］令和元年 7月号

限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
交
付
に
は
申
請
が
必
要
で
す

限
度
額
適
用
認
定
証

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

限
度
額
適
用
認
定
証

限
度
額
適
用
認
定
証

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い



※総所得金額等＝総所得金額（収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金等控除）－基礎控除（33万円）
・所得の申告がない場合は、区分「ア」になります。
・同じ医療機関で入院・外来・歯科がある場合や、複数の医療機関で受診している場合などは、それぞ
れで21,000円以上の支払いがあれば合算します。21,000円未満のものは対象外です。
・同じ世帯の2人以上のかたに支払いがある場合は、21,000円以上の支払いがあれば合算できます。

※世帯収入の合計額が520万円（1人世帯の場合は383万円）未満の場合及び旧ただし書き所得の合計額が
210万円以下の場合も含む。
◆年間上限額は、８月診療分から翌年７月診療分の１年間で計算します。申請の対象となるかたには、
市から通知をお送りします。

　次のような事情により生活が著しく困難となった場合は、一部負担金の徴収猶予または免除を受
けることができます。
　①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、または障害者となり、もしくは
資産に重大な損害を受けたとき

　②干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減
少したとき

　③事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

　入院療養を受ける被保険者がいること

［3］ 令和元年 7月号

国民健康保険一部負担金徴収猶予及び免除制度

要　件

所得区分

上位所得世帯

一般世帯

901万円超

210万円以下

市民税非課税世帯

総所得金額等※

ア

イ

ウ

エ

オ

区分

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

57,600円

35,400円

３回目までの限度額

140,100円

93,000円

44,400円

24,600円

４回目からの限度額
（過去12カ月）

901万円以下

600万円以下

600万円超

210万円超

現役並み所得者Ⅲ

現役並み所得者Ⅱ

現役並み所得者Ⅰ

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

24,600円

15,000円

690万円以上

380万円以上
690万円未満

145万円以上
380万円未満

145万円未満
の課税世帯※ 

18,000円
◆年間144,000円

現役並み所得者は
外来（個人単位）

なし

8,000円

252,600円＋（総医療費－842,000円）×１％
（過去12カ月間で４回目からは140,100円）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×１％
（過去12カ月間で４回目からは93,000円）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×１％
（過去12カ月間で４回目からは44,400円）

57,600円
（過去12カ月間で４回目からは44,400円）

２ページ参照

所得区分 市民税課税標準額 外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）

★70歳未満のかた

★70歳以上のかた

医療機関での自己負担限度額（月額）



 　

特
別
徴
収
で
の
納
付
に
な
っ
て
い
る
か
た
は
、
特
別
徴

収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
所
得
割
の
軽
減
が
変
わ
り
ま
す

　

被
保
険
者
及
び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
が
基
礎
控
除
額

33
万
円
を
超
え
な
い
世
帯
で
被
保
険
者
全
員
が
所
得
０
円

（
た
だ
し
、
公
的
年
金
等
基
礎
控
除
額
は
80
万
円
と
し
て
計

算
）の
場
合
、
今
ま
で
は
保
険
料
の
均
等
割
額
が
９
割
軽
減

で
し
た
が
、
令
和
元
年
度
か
ら
８
割
軽
減
に
な
り
ま
す
。

○
被
扶
養
者
の
軽
減
が
変
わ
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
職
場
の

健
康
保
険
等
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
か
た
は
、
均
等
割
額

が
５
割
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
軽
減
が
制
度
加

入
後
２
年
間
の
み
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
今
ま
で
通
り
所

得
割
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
か
た
は
、
１

カ
月
の
医
療
費
一
部
負
担
額
と
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額

に
な
る
「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

 

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続
き
世
帯

員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
の
か
た
に
は
、
新

し
い
認
定
証
を
保
険
証
と
一
緒
の
台
紙
で
郵
送
し
ま
す
の

で
、
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
か
た
は
、
世
帯

員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世
帯
の
場
合
で
も
、
認
定
証

は
郵
送
さ
れ
ま
せ
ん
。
交
付
を
希
望
す
る
か
た
は
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
部
負
担
割
合
が
３
割
の
か
た
は
、
市
民
税
課
税
標
準

額
に
よ
り
３
つ
の
区
分
に
分
か
れ
ま
す（
３
ペ
ー
ジ
参
照
）。

現
役
並
み
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
か
た
は
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
て
、
引
き
続
き
交
付

対
象
と
な
る
世
帯
の
か
た
に
は
、
新
し
い
認
定
証
を
保
険

証
と
一
緒
の
台
紙
で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら

お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

現
在
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
か
た
は
、
交
付

対
象
と
な
る
世
帯
の
場
合
で
も
認
定
証
は
郵
送
さ
れ
ま
せ

ん
。
交
付
を
希
望
す
る
か
た
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
・
問
い
合
わ
せ

保
険
課
医
療
給
付
係　

☎
43‐

７
０
４
６

　

平
成
30
年
中
の
所
得
に
よ
り
計
算
し
た
令
和
元
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知
書
を
、

７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
）か

普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る
徴
収
）で
の

納
付
に
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

［4］令和元年 7月号
　

後
期
高
齢
者
医
療
の
「
保
険
証
」
が
新
し
く
な
り
ま
す
の
で
、
７
月
下
旬
に
加
入
者
全
員
に
郵
送
し
ま
す
。
申
請
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

８
月
１
日
以
降
は
、
郵
送
さ
れ
た
新
し
い
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
被
保
険
者
の
所
得
に
よ
っ
て
、
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
が
１
割
の
か
た
と
３
割
の
か
た
が
い

ま
す
の
で
、
保
険
証
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

特
別
徴
収
の
か
た
は
、
口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

新
し
い
保
険
証
は
白
い
封
筒
で
郵
送
し
ま
す

保
険
料
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

令
和
元
年
度
か
ら

 

保
険
料
の
軽
減
率
が
変
わ
り
ま
す

限
度
額
適
用
認
定
証（
一
部
負
担
割
合
３
割
、
現
役
並
み

 

所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
）を
お
持
ち
の
か
た
へ

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
一
部
負
担

 

割
合
１
割
、
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
）を
お
持
ち
の
か
た
へ

うすあか 色
【有効期限】

令和２年７月31日



　

医
師
や
薬
剤
師
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
処
方
を
言

い
出
し
に
く
い
か
た
の
た
め
に
、
保
険
証
に
貼
る
こ
と
で

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
の
意
思
を
手
軽
に

伝
え
ら
れ
る
シ
ー
ル
を
配
布
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
か

た
は
保
険
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て

い
る
か
た
の
う
ち
、
現
在
使
用
し
て
い
る
医
薬
品
を
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
と
、
一
部
負
担
金
が
国

民
健
康
保
険
の
か
た
で
４
０
０
円
以
上
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
か
た
で
３
０
０
円
以
上
安
く
な
る
と
見
込
ま
れ

る
場
合
、
年
２
回
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お

知
ら
せ
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

変
更
で
き
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
名
称
や
金
額
な

ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
を
検
討
す
る

際
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
予
定
時
期

・
国
民
健
康
保
険
加
入
の
か
た…

…

８
月
、
２
月

・
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
の
か
た…

７
月
、
１
月

送
付
予
定
時
期

　

大
館
市
で
は
、
市
民
の
か
た
の
身
近
な
問
題
や
疑
問
に

つ
い
て
、
市
の
職
員
が
直
接
皆
さ
ん
の
元
に
出
向
き
説
明

を
行
う
「
出
前
講
座
」
を
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
課
で
は
、「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
っ
て
な
に
？
」

と
題
し
、
皆
さ
ん
が
知
り
た
い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
基
本
を

１
時
間
ほ
ど
解
説
し
て
い
ま
す
。
受
講
し
て
み

た
い
か
た
は
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

主
な
講
座
の
内
容（
昨
年
度
）

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
新
薬
の
違
い
に
つ
い
て

・
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト

・
処
方
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
方
法

・
国
が
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
を
進
め
て
い
る
ワ
ケ

対
象
者

大
館
市
民
の
か
た
。
な
お
、
１
回
の
講
座
に
つ
き
原
則

10
人
以
上
の
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。　

申
込
方
法

実
施
希
望
日
の
３
週
間
前
ま
で
に
、
左
記
の
受
付
場
所

で
申
込
書
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

・
保
険
課（
本
庁
舎
１
階
）　

☎
43‐

７
０
４
７

・
生
涯
学
習
課（
田
代
総
合
支
所
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
43‐

７
１
１
３

・
最
寄
り
の
公
民
館

主
な
講
座
の
内
容（
昨
年
度
）

対
象
者

申
込
方
法

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）と
は
、
新
薬

（
先
発
医
薬
品
）の
特
許
期
間
が
終
了
し
た
後
に
、
新
薬
と

同
じ
成
分
を
持
ち
、
同
じ
効
果
が
あ
る
と
厚
生
労
働
省
か

ら
認
め
ら
れ
た
薬
で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
新
薬

と
比
べ
て
医
薬
品
の
開
発
期
間
が
短
い
た
め
、
開
発
費
を

大
幅
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
低
価
格

で
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
薬
の
形
や
大
き
さ

を
変
え
た
り
、
苦
味
を
抑
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
薬
を
飲

み
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。す

べ
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

医
師
が
使
用
を
認
め
な
い
場
合
は
切
り
替
え
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
し
て
も
、
薬
代
の
差

額
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
窓
口
で
の
自
己
負
担
が

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

心
配
な
点
・
疑
問
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
医
師
や
薬

剤
師
に
相
談
し
て
、
十
分
な
説
明
を
受
け
て
か
ら
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

［5］ 令和元年 7月号
　

近
年
、
高
齢
化
や
生
活
習
慣
病
の
増
加
に
伴
い
医
療
費
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
増
加
す
る
医
療
費
を
少
し
で
も
抑
え
る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
普
及
・
利
用
促
進

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
り
の
負
担（
各
家
庭
の
薬
代
）だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
の
負
担（
国
保
の
給
付
支
出
）の
削
減
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
注
意
点

シ
ー
ル
で
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

 

希
望
の
意
思
表
示
が
で
き
ま
す
！

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る

 

差
額
通
知
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
つ
い
て
学
ぼ
う
！

 

保
険
課
出
前
講
座

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

医
療
費
の
節
約
に



届　

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
は
、
交
通
事
故
の
他
に

も
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

歩
い
て
い
た
ら
自
転
車
と
衝
突
し
て
け
が
を
し
た

自
転
車
同
士
、
自
転
車
と
歩
行
者
の
事
故
も
第

三
者
行
為
に
該
当
し
ま
す

他
人
の
ペ
ッ
ト
に
噛
ま
れ
て

け
が
を
し
た

他
人
か
ら
不
当
な
暴
力
や
傷
害
行
為
を
う
け
て

け
が
を
し
た

（
例
）夜
道
を
歩
い
て
い
た
ら
、
泥
酔
し
た
見
知

ら
ぬ
人
に
い
き
な
り
殴
ら
れ
け
が
を
し
た

自
宅
以
外
の
建
物
や
設
備
の
欠
陥
で
け
が
を
し
た

（
例
）店
で
買
い
物
を
し
て
い
た
ら
、
天
井
か
ら

つ
り
看
板
が
落
下
し
て
き
て
頭
に
当
た
り

け
が
を
し
た

ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
な
ど
の

ス
ポ
ー
ツ
中
に
け
が
を
し
た

飲
食
店
で
出
た
料
理
を
食
べ
て

食
中
毒
に
な
っ
た

●
届
け
出
を
す
る
前
に
示
談
が
成
立
し
て
い
た
り
、

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
て
い
た
り
す
る

と
保
険
証
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
示
談
の
前
に

必
ず
保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
は
、
第
三
者
行
為
に

よ
る
こ
と
を
窓
口
で
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

●
速
や
か
な
届
け
出
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険
課
へ

電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
保
険
課
で
は
適
正
な
医
療
費
の
給
付
を
行
う
た
め

に
、
け
が
や
病
気
の
原
因
に
つ
い

て
被
保
険
者
の
か
た
へ
問
い
合
わ

せ
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
ま
た
、
窓
口
で
第
三
者
行
為
の
有
無
に
つ
い
て
確

認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
過
去
に
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
に
係
る
治
療
を

行
っ
た
が
、
届
け
出
を
し
て
い
な
い
と
い
う
か
た

も
保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
加
害
者
へ
の
請

求
の
時
効
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
過
去
の
治

療
分
で
も
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

届
出
・
問
い
合
わ
せ　

　

保
険
課
国
保
係　
　
　

☎
43‐

７
０
４
７

　

保
険
課
医
療
給
付
係　

☎
43‐

７
０
４
６

　

交
通
事
故
な
ど
で
、
自
分
以
外
の
者（
加
害
者
）か
ら
受

け
た
け
が
や
病
気
の
こ
と
を
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

と
言
い
ま
す
。

　

第
三
者（
加
害
者
）の
行
為
が
原
因
の
傷
病
の
場
合
、
加

害
者
が
医
療
費
を
全
額
負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
実

際
に
は
加
害
者
と
の
交
渉
の
問
題
や
、
加
害
者
の
支
払
い

能
力
の
問
題
も
あ
り
、
損
害
賠
償
な
ど
の
手
続
き
に
時
間

が
掛
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
一
時
的
に
国
保
が
被
害
者
の
保
険
給
付
分
を
立

て
替
え
、
後
日
請
求
す
る
こ
と
で
、
被
害
に
遭
っ
た
か
た

の
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

　

加
害
者
に
請
求
す
る
た
め
に
は
、
相
手
が
誰
な
の
か
・

事
故
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
起
き
た
の
か
な
ど
を
詳
し
く

知
る
必
要
が
あ
り
、
届
け
出
の
書
類
は
そ
の
た
め
に
記
入

し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

届
け
出
が
さ
れ
な
い
と
、
本
来
加
害
者
が
負
担
す
る
分
を

国
保
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
届
け
出
が
遅
れ
た
場

合
も
、
国
保
か
ら
加
害
者
へ
の
請
求
が
遅
れ
、
国
保
が
保
険

給
付
分
を
回
収
で
き
な
い
可
能
性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
場
合
も
国
保
の
負
担
が
増
し
、
国
保
加
入
者
の

保
険
税
の
負
担
増
加
に
も
繋
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
第
三
者

行
為
に
遭
っ
た
と
き
は
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
証

・
は
ん
こ

・
交
通
事
故
証
明
書

（
交
通
事
故
の
場
合
。
後
日
で
も
可
）

［6］令和元年 7月号

届
け
出
が
必
要
な
の
は
こ
ん
な
時

ご
注
意
く
だ
さ
い

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

届
け
出
に
必
要
な
も
の

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
場
合
は
ま
ず
連
絡
を
！

第
三
者
行
為
に
よ
る



　

特
定
健
診
で
は
、
自
分
で
は
気
付
き
に
く
い
身
体
の
異

常
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
は
、
自
覚
症
状
と
し
て
現
れ
る
頃
に
は
病

気
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
治
療
に
多
く
の
費
用

と
時
間
が
掛
か
り
ま
す
。

　

「
自
分
は
健
康
だ
か
ら
大
丈
夫
」
と

感
じ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
１
年
に

１
度
の
健
診
で
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ
な
げ

ま
し
ょ
う
。

　

昨
年
ま
で
の
健
診
で
異
常
が
な
い
か

ら
と
い
っ
て
、
今
年
は
受
け
な
く
て
も

良
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生

活
習
慣
病
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
た
と
え

基
準
値
以
内
だ
っ
た
と
し
て
も
、
健
診

結
果
の
数
値
が
ど
の
程
度
変
化
し
て
い

る
か
を
自
分
で
経
年
観
察
す
る
こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。

　

毎
年
の
健
診
を
受
け
て
検
査
値
の
変
化
を
見
る
こ
と
で

自
身
の
身
体
の
異
常
に
気
付
け
ば
、
早
め
の
生
活
習
慣
の

見
直
し
に
繋
が
り
ま
す
。

　

無
料
で
受
け
ら
れ
る
毎
年
の
特
定
健
診
で
、
再
検
査
や

薬
が
必
要
に
な
る
前
に
自
身
の
健
康
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

１
年
に

１
度
の
健
診
で
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

現
在
通
院
中
の
か
た
も
、
特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　

「
持
病
で
通
院
し
て
い
る
か
ら
、
健
診
を
受
け
る
必
要

が
な
い
」
と
考
え
て
い
る
か
た
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
健
診
で
実
施
す
る
全
て
の
項
目
を
通
院
先

で
検
査
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
健
診
の
検
査
項
目

で
あ
れ
ば
、
通
院
で
は
費
用
が
掛
か
る
検
査
も
、
無
料
で

受
け
ら
れ
ま
す
。
他
の
病
気
に
掛
か
っ
て
い
な
い
か
を
確

認
す
る
た
め
に
も
、
健
診
の
検
査
項
目
の

中
で
普
段
検
査
し
て
い
な
い
項
目
が
あ
れ

ば
、
年
に
１
度
は
市
が
実
施
す
る
健
診
を

受
け
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

健
診
は
、
「
集
団
健
診
方
式
」
と
「
医
療
機
関
方
式
」

の
２
つ
の
方
式
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

集
団
健
診
方
式
で
は
、
が
ん
検
診
等
を
一
緒
に
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療
機
関
方
式
で
は
、
集
団
健
診
方

式
を
行
っ
て
い
る
午
後
の
時
間
帯
に
都
合
の
つ
か
な
い
か

た
や
、
土
曜
日
に
受
け
た
い
か
た
に
も
利
用
し
や
す
い
日

程
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

お
住
ま
い
の
地
区
に
関
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
の
方
式
で
も

受
診
で
き
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

健
診（
検
診
）の
詳
細
は
、
「
２
０
１
９
年
度
大
館
市
健

康
ガ
イ
ド（
「
広
報
お
お
だ
て
」
３
月
号
同
時
配
布
）」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
２
０
１
９
年
度
大
館
市
健

康
ガ
イ
ド（
「
広
報
お
お
だ
て
」
３
月
号
同
時
配
布
）」

　

市
で
は
、
６
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
か
た
を
対
象
に
し
た
健
康
診
査

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
か
た
に
は
、
大
き
な
〝
は
ち
く
ん
〞
が
つ

い
た
封
筒
で
受
診
券
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
か
た
で
受
診
券
が
届
い
て
い
な
い
か
た

は
、
健
康
課
成
人
健
診
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

★
特
定
健
康
診
査
★

受
診
日
時
点
で
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
、
今
年
度
40
歳
以
上
の
か
た

　

★
後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
★

　
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
か
た

対
象
者

［7］ 令和元年 7月号

〈封筒見本〉

健
診
計
画
を
立
て
ま
し
ょ
う

特
定
健
診
、
毎
年
受
け
て
い
ま
す
か
？

特
定
健
診
が
大
切
な
ワ
ケ

現
在
通
院
中
の
か
た
も
、

 

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

早
期
発
見
・
早
期
治
療
で
、

 

健
康
を
保
っ
て
ほ
し
い

健診は、
健康づくりの
第一歩！！

問
い
合
わ
せ

　

健
康
課　

成
人
健
診
係　

☎
42‐

９
０
５
５

を
受
け
て
い
な
い
か
た
へ

特
定
健
診

特
定
健
診



［8］令和元年 7月号
健康だより

　たばこを吸わない人に煙がいかないように対策をとっているから大丈夫と思っ
ても、換気扇の下での喫煙や空気清浄機では有害物質を除去できません。
　また、服や髪、部屋のカーテンや車のシートに付いたたばこの有害物質も体に
は受動喫煙と同等の害を及ぼします。
　なお、加熱式たばこは害が少ないかのように宣伝されていますが、この宣伝に
は科学的根拠はありません。きれいな空気のためには禁煙しかありません。
　なかなかやめられない喫煙は、ニコチン依存症という病気です。自分の意思だ
けで禁煙が難しい場合は、禁煙治療のできる医療機関に相談しましょう。

健康を守る！　たばこについて考えてみよう

マナーからルールへ　～健康増進法が改正されました～

問い合わせ　健康課　☎42‐9055

大館市の成人喫煙率

第２次健康おおだて21シリーズ【たばこ編】

受動喫煙による健康被害の減少を目指して

のない空気を作る方法は禁煙だけ

H13、14：コンピュータヘルスチェック21
H20、H24、H29：健康づくりに関するアンケート調査
R５：第２次健康おおだて21目標値

　大館市の成人喫煙率は、年々低下していま
す。しかし、喫煙は喫煙者本人だけでなく、
周囲の人もたばこの害にさらす危険性があり
ます。
　平成30年７月に健康増進法の一部を改正
する法律が成立しました。このことから、望
まない受動喫煙を防止する取り組みは、マナ
ーからルールへと変わります。

　学校や病院、児童福祉
施設等や行政機関は、令
和元年７月１日から原則
敷地内禁煙になり、その
他の施設は、令和２年４
月１日から原則屋内禁煙
になります。

　平成29年度健康づくりに関するアンケー
ト調査によると、約４～５人に１人が家庭や
職場、飲食店で月に１回以上受動喫煙の機会
を有しています。
　市では、改正健康増進法に基づいた受動
喫煙対策を推進し、健康被害の減少を目指し
ます。

第２次健康おおだて21　中間評価【たばこ分野】より抜粋

受動喫煙の機会を
有する人の割合

家　庭

職　場

飲食店

指　標 基準値
（H29年度）

目標値
（R５年度）

19.6%

23.3%

27.6%

5.8%
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18.5%

0

10

20

30

40

50

60
女性男性

R5H29H24H20H13.14

56.2
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11.9 9.4 9.8

5.9
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33.2 30.8

20.7

目標値

　平成29年度健康づくりに関するアンケー
ト調査によると、約４～５人に１人が家庭や
職場、飲食店で月に１回以上受動喫煙の機会
を有しています。
　市では、改正健康増進法に基づいた受動
喫煙対策を推進し、健康被害の減少を目指し
ます。

害

多くの施設で 20歳未満のかたは


